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1. 本章の対象 

大規模な津波や水害では、建築物等が流失して土砂や水分を含む混合状態の廃棄物が大

量に発生する。建築物等には石綿含有建材が使用されている可能性があることから、これら

の適切な分別・除去が必要となる。 

混合廃棄物となった建築物等については、現地での解体・分別等の作業を経ずに混合した

状態で撤去され、仮置場で分別作業が行われることが想定される。また、災害の規模によっ

ては、市民生活の回復を優先するため、建築物等の倒壊・損壊に伴う廃棄物を、分別を行う

前に仮置場に運搬することも考えられる。 

本章においては、石綿含有廃棄物等（廃石綿等及び石綿含有廃棄物）が混合している可能

性のあるこれらの廃棄物の撤去、収集・運搬、仮置場における集積、分別について記載する。 

分別後の石綿含有廃棄物等の保管については『第９章 ４．石綿含有廃棄物の一時保管』、

収集・運搬については『第８章 ３．石綿含有廃棄物の収集・運搬』、中間処理・最終処分

については『第 11章』を参照のこと。 

 

 

 

被災状況               道路啓開後 

出典：国土交通省 HP 

図 10.1 東日本大震災で実施された道路啓開（岩手県宮古市田老地区） 
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2. 津波等により流失した石綿含有建材の確認及び回収（応急対応） 

 津波等により流失した建築物には、吹付け石綿や石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材

のような発じん性の高い建材が使用されている可能性があるため、これらの混合廃棄物か

ら石綿が飛散するおそれがある。 

 自治体（大気汚染防止法所管部署及び廃棄物対策担当部署等）は、津波や水害被害があ

った地域について、可能な範囲で、発生した混合廃棄物の中に吹付け石綿、石綿含有断熱

材、保温材、耐火被覆材が含まれていないか確認し、これらが見つかった場合には、速や

かに回収することが望ましい。 

 また、石綿含有成形板等（レベル３建材）についても、堆積が長期に及ぶことで乾燥・

劣化し石綿が飛散するおそれが高まることから、可能な範囲で早期に回収することが望ま

しい。 

 なお、被災住民や復旧作業員等から、吹付け石綿等の疑いがある廃棄物について情報提

供があった場合には、速やかに回収すること。 

これらの回収に当たっては、適切な防じんマスク（RL3又は RS3）を着用すること。 

 

 

津波等により流失した断熱材 

          写真：㈱環境管理センター 

図 10.2 津波等により流失した断熱材 

 

3. 混合廃棄物の撤去及び収集・運搬 

3.1 撤去における留意事項 

混合廃棄物撤去の作業実施者は、石綿によるばく露を防止するため、適切な防じんマスク

を着用すること。また、石綿を含む粉じんの発生を防止するため、必要に応じて散水を実施

すること。 

撤去に際しては、可能な限り、石綿を含有する可能性のある廃棄物（吹付け材、耐火被覆

板、スレート波板、窯業系サイディング、スレートボード、けい酸カルシウム板第一種、岩

綿吸音板、石膏ボード等）とそれ以外の廃棄物を分別することとする。この際、石綿を含有

する可能性のある廃棄物はできるだけ破損しないように注意する。 
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混合廃棄物の処理における労働安全上の留意事項については（※10-1）を参照のこと。 

 

（※10-1）【参考】がれき処理における留意事項～事業者の皆様へ～  

平成 23年４月 厚生労働省 
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3.2 収集・運搬における留意事項 

撤去に際して石綿を含有する可能性のある廃棄物を分別した場合には、『第８章 ２．廃

石綿等の収集・運搬及び３．石綿含有廃棄物の収集・運搬』に準じて飛散防止措置を講じた

上で運搬すること。 

混合した廃棄物を運搬する場合も、車両のシート掛け等により、飛散防止の措置を講ずる

こと。 

 

4. 仮置場における集積及び分別 

4.1 集積における留意事項 

混合した災害廃棄物には、石綿含有廃棄物等（廃石綿等及び石綿含有廃棄物）や他の有害

物が含まれている可能性があることから、仮置場を設置する市町村（廃棄物対策担当部署）

は、仮置きの前に有害物質が地下に浸透しないよう、仮舗装の実施や鉄板・シート等の設置

を検討すること。 

混合した廃棄物の保管に際しては、石綿を含む粉じんの発生を防止するため、適宜散水を

実施すること。津波・水害により発生した水分を含む廃棄物であっても、保管が長期化した

場合には、乾燥が進んで粉じんが発生する可能性がある。 

また、混合した廃棄物上で重機による作業を行うと、石綿含有廃棄物が破砕されて石綿粉

じんが発生する可能性があるほか、細かく混合して、その後の分別作業等に悪影響を及ぼす

ことがあるので注意が必要である。 

 

  

写真：環境省災害廃棄物対策情報サイト  

図 10.3 東日本大震災で集積された混合廃棄物 
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4.2 分別における留意事項 

石綿含有廃棄物等（廃石綿等及び石綿含有廃棄物）やその他の有害廃棄物、危険物は、混

合廃棄物から優先的に除去し、その後資源化のための分別を実施すること。 

分別作業に際しては、以下の事項にも留意すること。 

（1）分別場所周辺の養生 

分別場所の周辺には粉じん等の飛散防止幕を設置し、散水装置等を設置すること。 

（2）石綿含有廃棄物等の分別 

原則手作業とし、原形のまま分別すること。処分又は再生のための破砕又は切断は

原則として行わないこと。石綿含有の判定ができないものは、石綿含有廃棄物等とし

て取扱うこと。 

なお、成形板においては、裏面、小口等に製造メーカー・商品名・不燃番号・JIS

番号・ロット番号等使用材料の詳細な情報が記されている場合があるので判断の参考

となる。ただし、すべての製品に示されていないので留意が必要である。 

（3）破砕及び切断 

収集・運搬のためやむを得ず破砕又は切断する場合には、散水等によって十分に湿

潤化した後に、必要最小限度の破砕又は切断を行うこと。石綿含有廃棄物（建材）の

種類によっては、散水では十分な飛散防止効果が得られない場合もあることから、そ

の場合、水槽等に浸けながら破断する、湿潤化後、ビニール袋内で破断する等の方法

により飛散防止対策を行う。 

（4）分別後の措置 

分別した石綿含有廃棄物等は、廃石綿等又は石綿含有廃棄物の保管基準に従って適

切に保管し、処理すること（『第８章』、『第９章』及び『第 11章』参照）。 

（5）防じんマスクの着用 

適切な防じんマスクを着用して作業を行うこと。 

（6）作業の実施体制 

    集積した混合廃棄物の中には、石綿が含まれている可能性があることから、石綿

作業主任者を選任すること。 

（7）分別困難な複合材や設備・機器等 

    石綿使用の疑いがある分別困難な複合材や設備・機器等については、石綿が使用

されているものとみなして分別・処分する。 
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手選別作業の様子            選別された成形板等   
 

左：環境省災害廃棄物対策情報サイト 

右：㈱環境管理センター 

 

図 10.4 仮置場での手選別作業と選別された成形板等  


